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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第35回

今
回
は
安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
と
は
、
労
働
者
が
安
全
に
働
け
る
よ
う

に
使
用
者
（
事
業
主
や
事
業
の
経
営
担
当
者
な
ど
）
が

配
慮
し
必
要
な
措
置
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
を
使
用
者
が
負
う
べ
き
理
由

ま
ず
は
、
な
ぜ
使
用
者
に
安
全
配
慮
義
務
が
課
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
は
、
労
働
契
約
法
第
５
条
に
、「
使

用
者
は
、
労
働
契
約
に
伴
い
、
労
働
者
が
そ
の
生
命
、

身
体
等
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
労
働
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
企
業
が
労
働
者
の
安
全

配
慮
を
行
う
の
は
あ
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、

実
は
同
法
第
５
条
が
施
行
さ
れ
た
の
は
２
０
０
８
（
平

成
20
）年
３
月
１
日
。
そ
れ
ま
で
は
、
判
例
を
通
し
て

安
全
配
慮
が
使
用
者
の
義
務
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

例
え
ば
、「
陸
上
自
衛
隊
事
件
」※１
と「
川か

わ

義ぎ

事
件
」※２

の
判
決
の
な
か
で
、
労
働
者
は
、
使
用
者
が
指
定
し
た

場
所
に
配
置
さ
れ
、
使
用
者
の
供
給
す
る
設
備
、
器
具

な
ど
を
用
い
て
労
働
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
具
体
的
に
定
め
ず
と
も
、

労
働
契
約
に
と
も
な
い
信
義
則
※3
上
当
然
に
、
使
用
者

は
労
働
者
に
対
し
て
安
全
配
慮
義
務
を
負
う
と
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
民
法
な
ど
で
は
規
定
が
な
か
っ

た
た
め
、
労
働
契
約
法
第
５
条
で
明
文
化
さ
れ
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
労
働
契
約
法
上
で
明
文
化
さ
れ

る
前
か
ら
、〝
信
義
則
上
当
然
に
〞
と
あ
る
よ
う
に
、

労
働
契
約
を
結
ん
だ
時
点
で
、
労
働
契
約
上
特
段
の
定

め
が
な
く
と
も
、
使
用
者
は
誠
実
に
労
働
者
の
安
全
の

確
保
や
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る

べ
き
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

安
全
に
配
慮
す
る
た
め
の
措
置
は
さ
ま
ざ
ま

次
に
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
必
要
に
な
る
か
に
つ
い

て
み
て
い
き
ま
す
。
法
令
上
に
は
と
る
べ
き
措
置
の
具

体
的
な
定
め
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
通
達
で
あ
る

「
労
働
契
約
法
の
施
行
に
つ
い
て
」（
基
発
０
８
１
０
第

２
号
）
に
は
、

・
第
５
条
の「
生
命
、
身
体
等
の
安
全
」に
は
心
身
の

健
康
も
含
ま
れ
る
。

・
第
５
条
の「
必
要
な
配
慮
」と
は
、
一
律
に
定
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
労
働
者
の
職
種
、
労
務
内
容
、
労

務
提
供
場
所
等
の
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
必
要
な

配
慮
を
す
る
こ
と
。

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
対
象
者
（
労
働
者
）

に
つ
い
て
は
、直
接
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
の
ほ
か
、

自
社
で
働
く
派
遣
労
働
者
や
下
請
け
企
業
の
従
業
員
な

「安全配慮義務」

※1　 陸上自衛隊事件（最高裁昭和50年２月25日第三小法廷判決）…陸上自衛隊員が、自衛隊内の車両整備工場で車両整備中、後退してきたトラックに
ひかれて死亡した事例で、国の公務員に対する安全配慮義務を認定した事件

※2　 川義事件（最高裁昭和59年４月10日第三小法廷判決）…宿直勤務中の従業員が強盗に殺害された事例で、会社に安全配慮義務の違背に基づく損害
賠償責任があるとされた事件

※3　 権利の行使や義務の履行にあたり、信義に従い誠実に行わなければならないとする原則
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ど
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
必
要
な
措
置
は

各
々
の
企
業
な
ど
が
独
自
で
考
え
対
応
す
べ
き
と
あ
り

ま
す
が
、
一
般
的
な
措
置
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

①
労
働
時
間
管
理
…
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
の
抑

制
、
特
に
過
労
死
ラ
イ
ン
と
よ
ば
れ
る
80
時
間
超

（
２
〜
６
カ
月
平
均
）〜
１
０
０
時
間
超
（
１
カ

月
）
の
時
間
外
・
休
日
労
働
の
撲
滅
、
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
制
度（
勤
務
終
了
後
に
一
定
時
間〈
８
〜

12
時
間
程
度
〉
の
休
憩
時
間
を
設
け
る
努
力
義
務
）

の
導
入
、
客
観
的
な
労
働
時
間
の
把
握
・
記
録
、
管

理
監
督
者
な
ど
へ
の
教
育

②
健
康
管
理
…
定
期
的
な
健
康
診
断
の
実
施
と
受
診
率

の
向
上
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

な
ど
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
防
止
、
産
業

医
な
ど
に
よ
る
健
康
指
導
の
充
実

③
職
場
環
境
の
管
理
…
職
場
内
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
強
化
、
安
全
衛
生
管
理
体
制

の
構
築
、
安
全
・
衛
生
設
備
の
導
入
や
安
全
衛
生
教

育
の
実
施
に
よ
る
事
故
・
疾
病
の
撲
滅
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
感
染
症
対
策
の
実
施

ま
た
、
60
歳
以
上
の
高
年
齢
労
働
者
に
対
す
る
安
全

配
慮
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
、「
令
和
３
年
『
労
働
安

全
衛
生
調
査（
実
態
調
査
）』
の
概
況
」
の
高
年
齢
労

働
者
に
対
す
る
労
働
災
害
防
止
対
策
の
状
況
が
参
考
に

な
り
ま
す
。
図
表（
一
部
抜
粋
）を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

安
全
配
慮
義
務
違
反
は
リ
ス
ク
が
高
い

労
働
契
約
法
第
５
条
に
は
特
別
な
罰
則
規
定
が
な
い

た
め
、
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
自
体
に
つ
い
て
企
業
な

ど
が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
科
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
安
全
配
慮
を
怠
る
こ
と
で
、
最
悪
の
ケ
ー
ス

で
は
労
働
災
害
（
仕
事
や
通
勤
を
理
由
と
し
て
傷
病
や

死
亡
す
る
こ
と
）に
つ
な
が
り
、
労
働
者
か
ら
安
全
配

慮
義
務
違
反
と
し
て
訴
え
ら
れ
、
損
害
賠
償
を
請
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
安
全
配
慮
を
怠
る
こ
と
で
労
働
基
準
法
な
ど

の
法
令
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
該
法
令
に
基

づ
く
罰
則
の
適
用
や
行
政
機
関
か
ら
の
是
正
勧
告
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
り

企
業
名
が
世
間
に
周
知
さ
れ
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
ダ
ウ

ン
に
つ
な
が
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。
実
施
す
べ
き
措

置
が
法
令
上
で
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、

取
組
み
に
対
す
る
企
業
な
ど
の
温
度
差
が
発
生
し
が
ち

な
部
分
で
は
あ
り
ま
す
が
、
怠
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
が

容
易
に
想
定
で
き
る
た
め
、
他
社
の
事
例
な
ど
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
対
応
す
る
の
が
望
ま
し
い

で
し
ょ
う
。

＊　
＊　
＊　
＊

次
回
は
、「
２
０
２
５
年
問
題
」に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

出典：厚生労働省「令和３年『労働安全衛生調査（実態調査）』の概況」（令和４年７月５日）

注： 1） [　]は、全事業所のうち、60歳以
上の高年齢労働者が従事している事業
所の割合である。　

　　 2）「60歳以上の高年齢労働者が従事
している事業所計」には、「高年齢労働
者に対する労働災害防止対策の取組
の有無不明」を含む。

図表　60歳以上の高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無及び取組内容別事業所割合 （単位：％）

区分 60歳以上の高年齢労働者が従事
している事業所計1)2)

高年齢労働者に対す
る労働災害防止対策
に取り組んでいる

労働災害防止対策の取組内容（複数回答）
手すり、滑り止め、
照明、標識等の設置、
段差の解消等を実施

作業スピード、作業
姿勢、作業方法等の
変更

作業前に体調不良等
の異常がないかを確
認

健康診断の結果を踏
まえて就業上の措置
を行っている

令和３年 　[75.6]｠ 100.0｠ 　78.0 20.2 18.3 36.1 30.6
令和２年 [74.6]｠ 100.0｠ 81.4 20.7 16.9 38.7 34.8

区分

労働災害防止対策の取組内容（複数回答）

医師等による面接
指導等の健康管理
を重点的に行って
いる

健康診断実施後に
基礎疾患に関する
相談・指導を行っ
ている

定期的に体力測定を
実施し、本人自身の
転倒、墜落・転落等
の労働災害リスクを
判定し、加齢に伴う
身体的変化を本人に
認識させている

高年齢労働者の身体
機能の低下の防止の
ための活動を実施し
ている

加齢に伴い身体機
能・精神機能の変化
と災害リスク、機能
低下の予防の必要性
について教育を行っ
ている

本人の身体機能、体
力等に応じ、従事す
る業務、就業場所等
を変更

高所等の危険場所で
の作業や他の労働者
に危険を及ぼすおそ
れのある作業（機械
の運転業務等）に従
事させないようにし
ている

令和３年 6.4 16.5｠ 　4.0 4.7 6.2 41.4 16.2
令和２年 7.4｠ 19.4｠ 3.8 4.6 6.2 45.7 16.3

区分

労働災害防止対策の取組内容（複数回答）
体調異変に備え
て、できるだけ単
独作業にならない
ようにしている

時間外労働の制
限、所定労働時間
の短縮等

深夜業の回数の減少
又は昼間勤務への変
更

その他
高年齢労働者に対す
る労働災害防止対策
に取り組んでいない

令和３年 16.2 27.7｠ 　9.8 1.9 19.9
令和２年 18.3｠ 32.9｠ 10.9 1.5 16.8


